
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物を火災から守るための防火責任者のこと！ 

この防火管理者には資格が必要です。 

『防火管理新規講習』を受講すると資

格が取れます。お店や飲食店が入って

いる建物、デイサービスや民宿にも防

火管理者が必要です！ 

火災を予防するために職場の中で決めておく計画のこと。 

火事が起きた時、「誰が消火器使う？」「119 番通報誰がする？」な

ど、いざという時迷ってしまうことや、「消防訓練いつしようか？」「防

火戸の開閉チェック担当は誰がええ？」など、日ごろのチェック体制や

火元責任者などを決めておく火災予防に関する計画書のことです。 

小学生のとき「給食室から出火しました！」「理科室から…」と想定の下、避難

訓練をしたことはありませんか？ 

まさしくあれが消防訓練です！ 

その他にも消火器などを使った消火訓練や、実際に 119 番通報 

をする通報訓練を併せて『消防訓練』といいます！ 

 

Ａ ここに書いてある、使用期限は

あくまでも安全にこの消火器が

使用できるであろう期限を書い 

ているものです！ 

点検をしなくても 

よいという訳では 

ありません！ 

Ｑ 古くなった消火器、どうしたらいいの？ 

Ｑ 消火器は消防用設備等の点検

が必要なの？ 

Ａ 現在、消火器はリサイ

クルされます！リサイク

ルシールを確認して消火

器販売店など特定窓口へ

持ち込んでください！ 
 
詳しくは、㈱消火

器リサイクル推進

センターまで！ 

 

 

 

防火管理者のなかでも、病

院・ホテル・飲食店・店舗

で従業員と客の合計が 300

人以上の建物の防火管理者

は、５年ごとに再講習を受

けなければなりません。 

http://www.ferpc.jp/ 

東広島
市消防
局長印 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防炎物品とは、火が着いても燃え広がりにくい防炎性能があるカーテンやじゅうたん等のこと。カー

テンのように垂れ下がっているものは、それら自身が燃えることがある上に、いったん火が着くとそ

の火が駆け上がって、火災を消し止めることを困難にします。 

また、じゅうたんなどは、タバコなどの火が着きやすく 

室内に燃え広がる原因にもなります。 

不特定多数の人が出入りする建物で使用されるカーテンや 

じゅうたんは、防炎物品を使わなければなりません。 

危険物とは、ガソリン、灯油、軽油などのこと。これらは、「火

災の原因になりやすい。」「火災のとき消火が難しい。」というこ

とから、取り扱いや保管方法が消防法などで決められています。 

ガソリンなど危険物を取り扱ったり、保管する場合は数量によっ

て、消防署へ届出が必要になります。 

例えば、事業所でガソリンを４０ℓ以上保管すると届出が必要！ 

また、灯油を２００ℓ以上保管すると届出が必要です。 

防炎物品ラベル 

防炎物品にはこのラベルがついてます 

  

詳しくは、公益財団法人

日本防炎協会まで 

http://www.jfra.or.jp 

花火大会会場で、露店関係者が発電機に燃

料を補給する際に、ガソリン携行缶からガ

ソリンが噴出し、周囲の観客に降りかかる

とともに、露店に引火し爆発的に燃焼し、

死者及び負傷者が多数発生しました。 

ガソリンの貯蔵・取扱いについては細心の

注意が必要です。 

【注意事項】 

●ガソリンの噴出に注意 

●直射日光の当たる場

所、高温の場所で保管し

ない 

●周囲の安全を確認 

●ふたを開ける前にエア

抜きをする 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

消火器や自動火災報知設備（住宅についている火災警報器とは違います…）誘導灯などを消防用設

備といいます。 

いざというときに作動しなければ、せっかく付いていても意味がありません。そこで、これらの消

防用設備は定期的に点検し、その報告を消防署へするようになっています。点検の結果、不良箇所

があった場合、すみやかに改修や整備をしてください！消防設備士でなければできない改修工事や

整備があります。 

Ｑ では、いつ、だれが点検・報告はするの？ 

Ａ 機器点検：６ヶ月ごと（外観や機器の機能を確認） 

総合点検：１年ごと（機器を作動させて、総合的な機能を確認） 

  点 検 者：延べ面積 1,000 ㎡以上の特定防火対象物、工場、事務所、共同住宅、倉庫、学校等 

       は消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行う必要があります。 

       それ以外の防火対象物（建物）であっても、専門的な知識・技能を必要とするた

め、 

       消防設備士または消防設備点検資格者が点検することを推奨しています。 

  報 告 者：防火対象物（建物）の関係者（所有者・管理者・占有者） 

  報告期間：防火対象物（建物）の用途によって決まっています。 

下の表を参照してください。 

 
消 防 用 設 備 等 の 報 告 期 間 

所有、管理する建物で、用途変更（部分的な用途変更も含む。）、増改築、

建物同士の接続などの工事を行う場合には、最寄の消防署へ必ずご相談く

ださい。これらの変更や工事を行ったことにより、消防法令違反の対象と

なることがあります。 

 

  東広島市消防局予防課 TEL082-422-6341 東広島消防署庶務予防係 TEL082-422-6567 

  竹原消防署庶務予防係 TEL0846-23-0119 大崎上島消防署     TEL0846-65-2056 


